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生垣設置・ブロック塀撤去費用を助成します
住宅地の緑化を進めるとともに、災害に強いまちづくりを実現するため、生垣の設

置とブロック塀の撤去費用を助成しますのでご活用ください。
問建築住宅課建築景観係（471・2242　672・3569）

生
垣
設
置
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
撤
去
助
成

●
対
象
者　
　

新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
市
民
、
ま

た
は
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
に
合
わ
せ

新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
市
民
で
、
市

税
を
完
納
し
て
お
り
、
次
の
要
件
を
満

た
す
人

▽
申
請
者
の
居
住
ま
た
は
所
有
す
る
住

宅
（
小
規
模
な
店
舗
・
事
務
所
と
の

併
用
住
宅
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と
。

▽
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
工
事
が
、

他
の
補
助
ま
た
は
補
償
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
。

※
同
一
敷
地
に
対
し
て
、
１
回
限
り
助

成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
補
助
対
象
経
費

①
長
さ
3
㍍
以
上
の
新
た
な
生
垣
設
置

に
係
る
費
用
（
苗
木
、
土
、
肥
料
等

や
造
園
業
者
に
委
託
す
る
費
用
を
含

む
）
2
分
の
１
以
内
（
上
限
5
万
円
）

②
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
撤
去
し
生
垣
設
置
す

る
場
合
の
撤
去
費
用
（
解
体
、運
搬
、

処
分
費
、
工
事
請
負
費
を
含
む
）
2

分
の
１
以
内
（
上
限
15
万
円
）

③
①
と
②
の
併
用　

①
と
②
の
合
計
額

●
申
請
方
法

工
事
着
手
前
に
、
建
築
住
宅
課
ま
た

は
各
支
所
に
備
え
付
け
の
補
助
金
交

付
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
添
付
書
類
を
添
え
て
建
築
住
宅

課
（
2
階
�
番
窓
口
）、
各
支
所
地

域
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ

さ
い
。（
申
請
書
等
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
可
能
）

●
添
付
書
類

▽
業
者
見
積
書
の
写
し
、
ま
た
は
自
営

工
事
見
積
書
（
生
垣
の
樹
種
、本
数
、

樹
高
等
の
寸
法
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
数

量
等
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
）

▽
生
垣
設
置
場
所
ま
た
は
ブ
ロッ
ク
塀
撤

去
場
所
と
寸
法
等
を
明
記
し
た
図
面

▽
位
置
図（
住
宅
地
図
の
写
し
等
、住
宅

等
の
所
在（
位
置
）が
分
か
る
図
面

▽
施
工
前
の
事
業
予
定
箇
所
現
場
写
真

▽
納
税
証
明
書
（
申
請
書
の
市
税
納
付

状
況
確
認
欄
の
同
意
が
な
い
場
合
）

●
そ
の
他　

工
事
後
、
実
績
報
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
生
垣
に
で
き

る
樹
種
に
要
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
建
築
住
宅
課
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

ご
活
用　

く
だ
さ
い

補
助
制
度

生垣設置例

出
生
・
入
学
・
結
婚
・
住
宅
購
入

記
念
樹
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す

市
で
は
、
人
生
の
思
い
出
と
し
て
、

ま
た
、
大
切
な
緑
を
増
や
す
た
め
に
、

記
念
日
な
ど
に
植
え
る
記
念
樹
（
苗
木

と
植
樹
用
の
用
土
）
を
配
布
し
ま
す
。

●
申
込
期
限　

8
月
31
日
（
木
）
ま
で

●
配
布
期
間　

5
月
１
日
（
月
）
～
10

月
31
日
（
火
）（
予
定
）

●
対
象
者　

市
内
に
住
所
を
有
し
、
市

税
を
完
納
し
て
い
る
人
で
、
次
の
記

念
項
目
に
該
当
す
る
人

①
平
成
28
年
4
月
１
日
か
ら
平
成
29
年

3
月
31
日
ま
で
の
期
間

▽
出
生
し
た
子
の
保
護
者

▽
市
内
に
住
宅
家
屋
（
店
舗
併
用
住
宅

を
含
む
）
を
新
築
（
全
面
改
築
を
含

む
）
ま
た
は
新
築
住
宅
を
購
入
し
た

人
▽
婚
姻
し
た
人

②
平
成
29
年
4
月
以
降

▽
小
学
校
へ
入
学
し
た
子
の
保
護
者

●
申
し
込
み
・
配
布

①
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
込
期
限

内
に
建
築
住
宅
課
（
2
階
�
番
窓

口
）、
各
支
所
地
域
課
へ
持
参
ま
た

は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。（
申
請
書

は
建
築
住
宅
課
、
各
支
所
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
で
き
ま

す
）

②
申
請
者
に
5
月
以
降
「
記
念
樹
等
交

換
券
」
を
送
付
し
ま
す
。
配
布
期
間

内
に
、
取
扱
店
へ
交
換
券
を
持
参
し
、

苗
木
と
用
土
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ

い
。（
取
扱
店
一
覧
は
「
記
念
樹
等

交
換
券
」
送
付
時
に
同
封
し
ま
す
）

③
配
布
し
た
苗
木
は
、
必
ず
市
内
に
植

え
、
植
栽
後
は
写
真
を
添
付
し
た
植

栽
報
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
築
は
2
本
、
そ
の
ほ
か
は
１
本
配

布
し
ま
す
。
配
布
す
る
種
類
等
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

建
築
住
宅
課
建
築
景

観
係
（

71
・
２
２
４
２　

72
・

３
５
６
９
）

太陽光や雨水を有効活用しませんか
地球温暖化対策や資源の有効利用を進めるため、自然エネルギーの活用や雨水の資源化に係る機

器等の設置を助成します。予算に限りがありますので、希望者は早めに申し込みください。　

対象となる機器
住宅の屋根に設置する不凍液などを強制的に循環する太陽熱集熱器と、集めた熱エネルギーを
貯蔵する蓄熱槽によって構成される給湯、冷暖房用等のソーラーシステムを有するもの

補助率・
補助限度額

太陽熱高度利用システムおよび当該設備の設置に要する経費の５分の１
限度額 /4 万円

申請に必要なもの
●補助金交付申請書　　　●対象システムの見積書　　●設置予定箇所の位置図
●設置予定箇所の写真　　●納税状況等確認同意書

対象となる機器
住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力
値が 10 キロワット未満の対象システムであるもの

補助率・
補助限度額

太陽電池 1 キロワットあたり３万円
限度額 /12 万円

申請に必要なもの
●補助金交付申請書　　　　●対象システムの見積書　　●設置予定箇所の位置図
●設置予定箇所の写真　　　●納税状況等確認同意書

対象となる施設 雨水を貯留するための構造をもった施設で、住宅の雨どい等に接続し架台等に固定するもの

補助率・
補助限度額

① 100㍑以上 500㍑未満
費用の２分の１
限度額 / １基 ２万5,000円

② 500㍑以上
費用の２分の１
限度額 / １基 ５万円

③合併浄化槽等から転用するもの
費用の２分の１
限度額 / ５万円

申請に必要なもの
●補助金交付申請書　　　●対象施設の見積書　　●設置予定箇所の位置図
●設置予定箇所の写真　　●納税状況等確認同意書

①住宅用太陽熱高度利用システム設置補助金　※着工の２週間前に申請が必要です。

申請者本人が住む市内の住宅に「住宅用太陽熱高度利用システム」を設置する人に対し、補助金を交付します。

②住宅用太陽光発電システム設置補助金　※着工の２週間前に申請が必要です。

申請者本人が住む市内の住宅に「住宅用太陽光発電システム」を設置する人に対し、補助金を交付します。

③住宅用雨水貯留施設設置補助金　※着工の２週間前に申請が必要です。

申請者本人が住む市内の住宅に「雨水貯留施設」を設置する人に対し、補助金を交付します。

問環境課環境政策係（471・2492（直通）　672・3176）

問環境課環境政策係（471・2492（直通）　672・3176）

問環境課環境保全担当（471・2492（直通）　672・3176）

人生の節目を記念樹と


